
                               令和２年６月２５日 

 
 保護者様 
 
 
                                春日部市立飯沼中学校 

                               校 長   田村 嘉則 
 
 

令和２年度 夏季期間における自転車通学について 
 
 日頃より本校の教育活動に、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 
 さて、６月３日付「授業日の確保について（お知らせ）」で御連絡しましたように、夏季期間にお
いても授業を行うこととなりました。そこで、熱中症等による健康上の心配がある生徒につきまし

ては、下記のきまりを遵守した上で、自転車通学を許可することとしました。 
 つきましては、希望する場合は、「自転車通学許可願」を提出するようにお願いいたします。 
 

記 
 
１ 期間 
  ７月２１日（火）～７月３１日（金）及び８月２１日（金）～８月２８日（金） 
 
２ 自転車通学のきまり 
(１)許可車について 

・許可車(通学自転車)は、実用車・軽快車とします。 
  ・色、デザイン等は問いません。 

 ・整備不良車、極端な変形や危険を伴うものは禁止とします。 
 ・前照灯などのライトが整備されているものとします。 

(２)雨天時の服装 
・雨天時は雨ガッパを着用します。 

  ・カッパの色、形は問いません。 
・傘さし運転は禁止とします。 

(３)荷物について 
  ・荷台のある自転車の場合は、荷紐を用いて、荷台に結びます。 
  ・メインバッグは、背負っての登校は可とします。(ななめに掛けるのは不可とします。) 
(４)ヘルメットについて 

・ヘルメットは必ず着用します。 
・色、デザインは問いません。 

(５)交通ルールを守ること 

  ・車道は左側通行をします。 
  ・歩道は歩行者優先、車道側を徐行します。（すぐに止まることのできる速度がめやす） 
  ・二人乗り禁止、並走走行禁止です。 
(６)その他 

・学校で駐輪する時には、自転車に鍵をかけます。 
・自転車保険には必ず加入してください。 
 

 
自 転 車 通 学 許 可 願 

 
令和２年  月  日 

 

春日部市立飯沼中学校長 様 

 

   年   組 

 

生徒氏名                

 

 私は、自転車通学のきまりを守り、安全な通学に努めますので保護者署名の上、許可をお願いい

たします。 

記 

 

１ 理 由                                         

 

２ 申請者  住  所                            

 

       保護者名                         印  

 

 

きりとり線 

 
 

自 転 車 通 学 許 可 証 
 

 

 保護者名              様 

 

 

下記の期間、自転車通学を許可します。 

 

期間：７月２１日（火）～７月３１日（金）及び８月２１日（金）～８月２８日（金） 

 

 

令和２年  月  日 

 

春日部市立飯沼中学校長  田村 嘉則 

 

  

 


